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長崎県農林部



計画策定の趣旨

＜はじめに＞

○ 本県では、平成２８年３月に農林行政の基本指針となる「新ながさき農林業・農山村活性化計画」を策
定・公表し、品目別戦略に基づく生産・流通・販売対策を軸としたしっかり稼ぐ仕組を構築し、農林
業・農山村全体の所得向上を図ることで、人を呼び込み、地域がにぎわう社会の実現を目指し、施策を
講じてきました。

○ その結果、露地野菜や肉用牛などにおいて、規模拡大、単収・単価向上等の取組が進展し、農業産出額
の増加率は全国平均を上回り、農業所得も増加しています。

○ 一方で、今日の農林業・農山村を取り巻く環境は、人口減少が加速化し、わが国で老年人口のピークを
迎えるとされる2040年問題と、それに伴う生産基盤脆弱化への懸念、 TPP等グローバル化の進展、激
甚化する自然災害・気候変動、新型コロナウイルス感染症の発生、AIやロボット等の活用により社会的
課題を解決するSociety5.0の進展、田園回帰志向の高まりなど大きく変化しています。

○ また、令和２年３月には新たな「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定され、人口減少が本格化する
中で、将来にわたって、国民生活に不可欠な食料を安定的に供給していくため、農業の成長産業化を進
める「産業政策」と、多面的機能の発揮を図る「地域政策」を車の両輪として、生産基盤の強化やス
マート農業の加速化、地域政策の総合化等の施策を推進することとされました。

○ これらの状況に加え、「新ながさき農林業・農山村活性化計画」が令和2年度には終期を迎えること
から、次代につなげる活力ある農林業産地の振興と多様な住民の活躍による農山村集落の維持・活性化
を図ることで、若者から「選ばれる」、魅力ある農林業・暮らしやすい農山村の実現を目指し、令和３
年度からの本県農林業・農山村の目指す姿と施策の方向性を示した計画を策定します。

○ 本計画は、国の農林行政の動向や本県の実態に即し、将来の目指す姿を描きながら、それを実現するた
めの本県農林行政の基本方針と施策の方向性を示すとともに、各地域で重点的に取り組む課題を明らか
にするものです。

○ また、農林業者、関連産業、関係機関、市町等に対し、計画の達成に向けた取組を促すとともに、本県
農林業・農山村について県民がより理解を深め、その発展に自発的に協力する意識を醸成する役割を有
しています。

性格と役割

構成と期間

○ 本計画は、令和１２年度（１０年後）の本県の農林業･農山村の目指す姿を描きながら、今後５年間の
施策の方向性を示すものであり、計画期間は令和３年度から令和７年度までの５年間とします。
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（単位：人）

○ 農業就業人口の減少と高齢化が進行

52,661人(H17) ⇒34,440人(H27) 35%減

⇒ 12,721人(R22すう勢) 63%減(対H27)

75歳以上の割合

20%(H17)⇒29%(H27)⇒37%(R22予測)

○ 認定農業者はH22年をピークに減少傾向

6,456経営体(H22)⇒5,431経営体(R1)

○ 儲かる経営体が増加しているものの、農業所得は依然として低位

農業所得1,000万円確保が可能となる経営体数

278経営体(H28)⇒489経営体(R1) 1.8倍

主業農家の平均農業所得(全国)662万円⇔認定農業者の平均所得(長崎県)530万円

（国の8割）

○ 新規自営就農者・新規雇用就業者は大幅に増加

160人(H16)⇒254人(H21)⇒314人(H26)⇒493人(R1)（H16の約3倍）

○ 林業専業作業員は増加傾向であるものの、高齢化率が高い

275人(H22)⇒350人(R1) 27%増、うち65歳以上の割合(R1) 18%

＜本県農林業・農山村を取り巻く情勢＞

【本県における集落戸数10戸未満かつ65歳
以上が50%以上の集落の割合の推移】

「農林業」

「農山村」

２

出典：県農業経営課調べ

出典：農林業センサス、県農業経営課試算

出典：農業経営統計、県農業経営課調べ

出典：県林政課調べ

出典：県農業経営課調べ

出典：農林業センサス、農林水産省 地域の農業を見て知って活かすDB、県農政課試算

出典：農山村対策室調べ

（センサス集落（集落戸数0戸以外）

出典：農林水産省 地域の農業を見て知って活かすDB、県農政課試算

【本県における集落戸数10戸未満かつ65歳以上が50%以上の集落割合の推移】
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○ 農山村集落数は横ばいだが、集落機能が低下する集落が増加

集落数 2,927集落(H22)⇒2,927集落（H27）

集落機能が低下するとされる集落戸数10戸未満の集落

72集落(H17)⇒101集落(H27)

集落戸数が10戸未満で65歳以上が50%以上の集落の割合

県全体 1.8%(H27)⇒11.8%(R22すう勢)

うち山間農業地域3.5%(H27)⇒25.2%(R22すう勢)

○ 集落を支える兼業農家等は年々減少、特に若い兼業農家

（準主業農家）の減少が顕著

兼業農家等：32,893戸(H17)

⇒27,182戸(H27) 17%減

うち準主業農家7,043戸(H17)

⇒4,307戸(H27) 39%減

○ 農地等保全活動を継続できない集落協定が増加

中山間地域等直接支払の集落協定で10年後（R８）の取組の継続が困難とした集落協定が

725（全体の72%）

出典：農林水産省 地域の農業を見て知って活かすDB、県農政課試算

出典：農林業センサス、県農政課試算

【本県における集落戸数10戸未満かつ65歳
以上が50%以上の集落割合の予測】



＜時代の潮流＞

● 国内食料消費は減少、世界の食料需要は増大する中、輸出の対応が必須

・ 国内の食料消費総量は人口減少に併せ、減少する見込
（2017年3,099億Kcal⇒2050年2,050～2,397億Kcal、 23～34％減）

・ 世界の人口は開発途上国を中心に増加し、食料需要量も増加見込
世界人口：2010年69億人⇒2050年97億人、41%増
食料需要量：2000年44.7億t⇒2050年69.3億t、55%増

・ 国内食料需要の低下、世界の食料需要は増加する中、TPP11、日EU・EPA、日米貿
易協定の発効など農業のグローバル化が進展

● 激甚化する自然災害、気候変動への対応

・ 近年、大規模な地震や台風、豪雨災害など農林業に大きな被害をもたらす自然災害が頻発し、被
害額も増加。

・ 現在のペースで気温情報が続けば、2030年から2052年で産業革命以前の水準から1.5℃上昇
し、農作物の収量・品質に悪影響を及ぼすおそれ

● Society5.0時代でのスマート農林業の進展

・ 自動走行トラクターやドローン防除等作業の自動化など、少ない労力でも管理できる先端技術の
開発が進む

・ 篤農家の「匠の技」の可視化や操舵アシスト技術等、誰もが取り組みやすい農業の実現により、
新規就農者の確保や経営改善が期待

・ 生育、気象データやセンシング技術を駆使した生産性の向上、生産予測による定時・定質・定量
出荷が期待

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

出展：農林水産省「人口構造の変化等が農業政策に与え
る影響と課題について(H30.10)」

● 全国で人口減少が進展、特に中山間地域では高齢化が加速

・ 全国の人口は2010年1億2,806万人をピークに2040年には1億1,092万人（13％減）、65
歳以上の老年人口は2040年3,921万人（全体の35%)とピークを迎える見込み
（長崎県の人口は1960年をピークに減少に転じ、2010年の1,427千人人から2040年には
1,053千人（26％減）、老年人口のピークは2025年で442千人（全体の35%）の見込み）

・ 中間・山間農業地域では高齢化が加速
65歳以上人口割合:都市的地域21.5％(H22)⇒25%、山間農業地域34.7%(H22)⇒39%(H27)

出典：農林水産政策研究所「わが国の食料消費の将来推計(2019年度版)」

● 田園回帰志向の高まり

・ 都市部から農山漁村地域への定住願望は平成17年21％に対し、平成26年は32％と上昇するな
ど田園回帰の志向が高まる

・新型コロナウイルス感染症の影響下において、三大都市圏では、20代を中心に地方移住への関心
が高まっている

● 新型コロナウイルス感染症等への対応

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う経済環境の悪化や入国制限などにより、農林業では
深刻な需要減少や人手不足等の課題に直面

● 国の新たな食料・農業・農村基本計画

・ 令和2年3月に策定。「産業政策」と「地域政策」を車の両輪として、将来にわたって国民生活
に不可欠な食料を安定的に供給し、食料自給率の向上と食料安全保障の確立を図る

３

出典：平成30年食料・農業・農村白書

出典：平成30年食料・農業・農村白書

出典：内閣府 農山漁村に関する世論調査

出典：内閣府 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査



若者から「選ばれる」、魅力ある農林業・暮らしやすい

農山村の実現を目指します

次代につなげる活力ある
農林業産地の振興

多様な住民の活躍による
農山村集落の維持･活性化

スマート農林業の導入、生産基
盤整備の加速化等により、生産
性の高い産地の育成と所得の向
上を図り、「産地ぐるみ」で若
者を留める、呼び込む、呼び戻
す流れを強化します。

農山村の魅力や生活関連情報の発信
等により、「集落ぐるみ」で移住・
定住と関係人口の拡大を図るととも
に、地域ビジネスの展開等により農
山村地域全体で稼ぐ取組を促進しま
す 。

【産地対策】 【集落対策】

車の両輪

＜基本理念＞

＜基本目標＞

若者
多様な担い手

農林業を通じた地域の雇用と所得の確保

＜本県が目指す農林業・農山村の将来＞

「農林業」

【農業】農家戸数並びに農業就業人口の減少が避けられない状況の中、令和12年には経営耕地面積の82%
を認定農業者や認定新規就農者、集落営農組織などの「産業の担い手」が担う農業構造を目指します。

令和7年において、本県の認定農業者の平均農業所得を全国の主業農家の平均農業所得
以上の水準に引き上げます。
認定農業者数を維持するとともに、農家子弟をはじめ県内外から広く意欲ある就農・就
業希望者を確保することで、令和12年に「産業の担い手」を6,190経営体確保します。

農業所得
産業の担い手

経営耕地面積
農家戸数が減少する中で、人・農地プランの実質化と作付計画との連動並びに荒廃農
地の再生などにより令和12年に経営耕地面積30,000haを確保します。

「農山村」

【林業】令和12年に循環利用する森林を60,000ha確保し、計画的な路網整備、高性能林業機械の活用促
進等により木材生産量の増大を図り、林業事業体の経営改善を進めることで、林業専業作業員の年収
520万円、林業専業作業員420名を確保します。

農林業の生産性向上等により産地の維持・拡大を実現する「産地対策」と多様な担い手が
活躍し、支えあうことで持続可能な集落を実現する「集落対策」を車の両輪として施策を展
開し、地域の雇用と所得を確保します。

農山村集落への移住・定住及び関係人口の拡大を進めるとともに、農山村地域全体で稼ぐ取り組みを推
進し、令和12年に農山村集落を2,927集落確保します。

４



＜農業構造の展望（令和12年）＞

＜林業構造の展望（令和12年）＞

５

経営耕地面積 29,000ha

認定農業者 5,500経営体
経営面積 17,500ha
（平均3.2ha）

内訳
○個別経営5,000戸、
13,500ha、平均2.7ha
○法人経営 500法人

4,000ha、平均8.0ha

うち集落営農法人 62法人
1,600ha、平均25.8ha

認定新規就農者 200戸
経営面積 200ha（平均１ha）

集落営農組織 45組織
経営面積 480ha（平均10.7ha）

産業の担い手 6,245経営体
経営面積 19,180ha（66％）
（3.1ha/経営体）

経営耕地面積 30,000ha

認定農業者 5,500経営体
経営面積 22,600ha
（平均4.1ha）

内訳
○個別経営4,500戸、

13,800ha、平均3.1ha

○法人経営 1,000法人

8,800ha、平均8.8ha

うち集落営農法人 60法人

3,000ha、平均50ha

認定新規就農者 425戸
経営面積 400ha（平均１ha）

集落営農組織 65組織

経営面積 1,300ha（平均20ha）

産業の担い手 6,190経営体
経営面積 24,700ha(82％)
（4.0ha/経営体）

・農家出身者のUターン
を進める「産地主導型
就農ルート」の確立等
により新規自営就農者
313名/年、新規雇用
就業者301人/年を確
保。

・集落への移住受入態勢
整備、都市住民との協
働活動の推進等により
農山村集落への移住者
数191人/年を確保。

・人・農地プランの実質
化と作付計画の連動、
農地中間管理事業の活
用により担い手に農地
を集約・集積。

・荒廃農地を再生。
(R12までに3,800ha)

基本構想水準到達者 500戸

経営面積 1,000ha（平均2.0ha）

荒廃農地（再生可能)3,800ha

26,200ha

農地へ再生 3,800ha

（すう勢値）

地域の担い手
26,255戸
経営耕地面積
9,820ha

○今後育成すべき
農業者

○兼業農家・
自給的農家

○農作業受託、
機械の共同利用組織

○資源保全活動組織

○今後育成すべき
農業者

○兼業農家・
自給的農家

農山村集落への
移住者を含む

○農作業受託、
機械の共同利用組織

○資源保全活動組織

都市住民との協働に
取り組む組織を含む

地域の担い手
23,710戸
経営耕地面積
5,300ha

農山村集落2,927集落
農山村集落2,927集落

基本構想水準到達者 200戸

経営面積 400ha（平均2.0ha）

・計画的な路網整備、
高性能林業機械の活
用促進等により、作
業効率を向上させ、
事業量を拡大し、木
材の生産量を増大。

・木材の生産量を増大
することで、事業体
の経営改善と林業専
業作業員の所得向上
を促し、林業専業作
業員の雇用を拡大。

民有林面積 ２１８，０００ｈａ

人工林
８８，０００ｈａ

環境を重視した森林

２８，０００ｈａ

循環利用する森林

６０，０００ｈａ

天然林等
１３０，０００ｈａ

木材生産量
160,000m3 /年

搬出間伐面積
2,000ｈａ/年

主伐面積 50ｈａ/年

木材生産性

3.5m3/人・日

林業専業作業員数と年収 350人 350万円

チップとして活用
しいたけ原木として活用

3.8万m3 /年

・環境を重視した森林
は、新たな森林経営
管理制度を活用。

伐捨間伐により

針広混交林へ誘導

民有林面積 ２１８，０００ｈａ

人工林
８８，０００ｈａ

環境を重視した森林

２８，０００ｈａ

循環利用する森林

６０，０００ｈａ

天然林等
１３０，０００ｈａ

木材生産量
260,000m3 /年

搬出間伐面積
2,900ｈａ/年

主伐面積 200ｈａ/年

木材生産性

5.7m3/人・日

チップとして活用
しいたけ原木として活用

4.0万m3 /年

伐捨間伐により

針広混交林へ誘導

林業専業作業員数と年収 420人 520万円

・天然林等は、現状維
持。



＜施策体系＞

基本
目標

展開方向 行動計画

Ⅰ-１
次代を支える農林
業の担い手の確
保・育成

①就農・就業希望者を地域に呼び込む組織的な取組の推進

②農林業の実践力・経営力を育む研修教育の実施

③農林業経営者が安定して事業継続できる経営力の強化

④外国人等多様な人材の活用による労力確保対策の推進

⑤青年農業者や女性農業者等の資質向上とネットワーク強化

Ⅰ-２
生産性の高い農林
業産地の育成

①水田をフル活用した水田農業の展開

②チャレンジ園芸1000億の推進

③チャレンジ畜産600億の推進

④県産木材・特用林産物の生産拡大

⑤産地の維持拡大に向けた革新的新技術の開発

Ⅰ-３
産地の維持・拡大
に必要な生産基盤、
加工・流通・販売
対策の強化

①大規模化・省力化を支える生産基盤整備、農地集積及び森林施業

集約化の加速化

②本県農林産物の需要開拓に向けた国内外の販売対策の強化

③農商工連携等による農産物の加工と付加価値向上の推進

Ⅱ-１
農山村集落に人を
呼び込む仕組みづ
くり

①本県農山村の魅力の発信と関係人口の拡大

②農山村集落への移住・定住対策の推進

③農山村の持つ多面的機能の維持

④農山村地域における安全・安心で快適な地域づくり

Ⅱ-２
農山村地域全体で
稼ぐ仕組みづくり

①中山間地域に対応した営農体系の確立

②地域の農林業を支える組織の設立・推進

③地域ビジネスの展開による農山村地域の活性化

次
代
に
つ
な
げ
る
活
力
あ
る

農
林
業
産
地
の
振
興

Ⅰ

多
様
な
住
民
の
活
躍
に
よ
る

農
山
村
集
落
の
維
持
・
活
性
化

Ⅱ

地域別振興方策
「長崎・県央地域」、「島原地域」、「県北地域」、「五島地域」、

「壱岐地域」、「対馬地域」

６



Ⅰ．次代につなげる活力ある農林業産地の振興

若者から選ばれる、魅力ある農林業を実現するため、スマート農林業の導入や生産基盤整備の加速化等
を通じて生産性の高い産地の育成と所得の向上を図ることにより、「産地ぐるみ」で若者を留める、呼び
こむ、呼び戻す好循環を生み出します。

現状（平成30年度） 令和7年度 令和12年度

農業産出額 1,499億円 1,714億円 1,763億円

生産農業所得 570億円 686億円 705億円

認定農業者数 5,561経営体 5,500経営体 5,500経営体

林業産出額 75億円 90億円 100億円

７

○産地の維持拡大を実現するための好循環

スマート農業等による生産性の向上

農林業の成長産業化

野菜、花き 「環境制御技術による単収向上」
果樹 「単価日本一（みかんの単価、県別1位）」

肉用牛 「生産性日本一（繁殖牛の分娩間隔の短縮）」

認定農業者の平均農業所得693万円

新規自営就農者・就業者確保・増大（614人/年)
（自営就農313人、雇用就業(農業)301人）

産地全体の所得向上
労働環境の改善

儲ける姿を見せる

「
産
地
ぐ
る
み
」で
人
材
を
確
保

農林産物輸出の増大（農産物・木材輸出13億円）

水田畑地化による新園芸産地の育成(重点地区326ha)

所得1000万円以上を確保する経営体の倍増

消費者から選ばれる農産加工品の増加
（長崎四季畑販売額1.5倍）

林業専業作業員の増大（400人)

儲ける姿を見せる

生
産
を
支
え
る
人
材
を
確
保

生産拡大・年収増大で選ばれる林業へ

県産木材生産量増大（木材生産量1.4倍)

林業専業作業員の平均年収466万円



Ⅰ-1 次代を支える農林業の担い手の確保・育成

農業就業人口の減少と高齢化が進む中、産業の担い手である認定農業者を確保し、持続可能な産地づくり
を進めるため、新規学卒に加え、県内外からのU・Ｉターン者の就農支援を強化すること等により、新規自
営就農者の増大を図ります。
また、雇用型経営や林業事業体の就業環境を改善し、農林業を良質な就業の場とすることにより、雇用就

業者の増大を図ります。
これらの取組は、JA部会等が策定する「担い手育成計画」に加え、集落単位等で策定した人・農地プラン

に作付計画を連動させる「人・農地・産地プラン」、林業事業体による産地計画づくりと併せて推進します。

現状 令和7年度 現状年度

新規自営就農者・雇用就業者 559人/年 641人/年 H30

○ JA等が農家子弟を呼び戻し、定着させるための研修体制を整備する取組を推進します。

○ 新規就農相談センターが、就農を希望するＵ・Iターン者に対する技術習得支援研修を行い、県内各地
域へのスムーズな定着を促します。

○ 県立農業大学校の教育機能の充実により、次代の本県農業を担う経営感覚に優れた農業経営者を育成
します。

○ 林業事業体が、産地計画に基づき林業専業作業員等の研修・教育を行い、安全管理の徹底や資質向上
を図ります。

目標（R7年度）

JA等が主体となった研修機関の設置 ７機関

産地計画を策定した林業事業体数 17者

① 就農・就業希望者を地域に呼び込む組織的な取組の推進

○ 県の新規就農支援センターが就農・就業相談のワンストップ窓口として、県内外の就農・就業希望者へ
の相談体制・情報発信を強化します。

○ 「受入団体等登録制度」を充実させ、産地の担い手確保に向けた行動計画を策定し、産地自らが就農希
望者を呼び込み、呼び戻す取組（産地主導型就農ルート）を推進します。

○ 農業高校等と連携し、若い世代に伝わるよう、農林業の実態と魅力を発信し、就農・就業意欲を高めま
す。

目標（R7年度）

担い手の確保にかかる行動計画を策定した産地数 123産地

林業専業作業員数 400人

○ 県、市町等が連携し、新規就農・就業者の定着に向けたフォローアップ支援を行います。

② 農林業の実践力・経営力を育む研修教育の実施

８



③ 農林業経営者が安定して事業継続できる経営力の強化

○ 家族経営を基本とし、雇用型経営への転換や農家の子弟等を農業に呼び込むために農業所得1,000万円
以上が可能となる規模の経営体を育成します。

○ 個別経営体等の法人化や次代の担い手への円滑な経営継承や地域と一体となって農業に取り組む法人等
の農業参入を推進します。

○ 林業事業体の労働生産性の向上により、木材生産量を拡大し、林業専業作業員の所得向上につなげます。

○ 近年多発する自然災害や新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症の発生に備え、災害被
害防止対策や農業保険への加入等を進めるとともに、
業種別ガイドラインに沿った感染防止対策の徹底と
安定して事業継続できる体制整備を進めます。

目標（R7年度）

農業所得1,000万円以上が可能となる経営
規模に達した経営体数

1,100経営体

認定農業者の農業所得 693万円

意欲と能力のある林業経営体数（のべ数） １2者

④ 外国人等多様な人材の活用による労力確保対策の推進

○ 農業分野における特定技能外国人の就労を促進するため、県が主導して設立した農業サービス事業体と
連携して人材の確保や外国人が安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。

○ 地域や産地の状況に応じた労力支援組織の設立を進めるほか、多様な人材が活躍できるよう、農業の働
き方改革を推進します。

○労力不足の解消に向け、既存の労力支援組織との連携や施設外就労等の活用による農福連携を推進しま
す。

目標（R7年度）

農作業支援者数（特定技能外国人材等） 300人

⑤ 青年農業者や女性農業者の資質向上とネットワーク強化

○ 青年農業者の組織活動を通じ、課題解決能力の向上や資質向上を図り、地域リーダーとして育成します。

○ 女性の経営参画やスマート農業等の技術習得支援等により、女性農業者が活躍できる場の拡大と働きや
すい環境づくりを支援します。

目標（R7年度）

経営に積極的に参画する女性農業者の割合
7.0%

９

Ⅰ-2 生産性の高い農林業産地の育成

米や野菜、果樹、畜産物、木材など地域・品目ごとに所得向上を図る「産地計画」を基軸とし、ス
マート農林業の展開などにより、経営規模の拡大、単収の向上、単価の向上、コストの低減などに取り
組み、生産性の高い農林業産地を育成します。

現状 令和7年度 現状年度

産地計画策定産地の販売額 1,021億円 1,114億円 H29



10

＜分野横断的な取組＞

◆ 長崎県におけるスマート農林業の展開

農林業従事者の減少・高齢化が喫緊の課題となっている中、次代を支える担い手がより多くの
農地を担い、所得向上を図るためには、ロボットやAI・IoT等を活用して、少ない人手で作業を行
い、また、環境や生育データに基づく、収量・品質の向上と安定化が期待できるスマート農林業
技術を、広範な地域や品目に導入し、実践することが重要です。
本県では、以下のとおり、スマート農林業技術の展開により目指す将来像を描き、その実現に

向けて、地域・品目の特性や経営規模に応じて、農林業従事者のICTスキルの向上と、スマート農
林業技術の開発・改良・普及の取組を推進します。

46

生育予測

作業計画
小規模・分散ほ場でも
適期作業・労力確保が

可能に！

気象データ

生育データ

ほ場管理
システム

食べて満足
贈って安心！

市場・実需者
ニーズ

生産管理データ・
トレーサビリティ

DNAマーカー
優良品種の早期育成

【生産】

環境制御技術による収益性の向上

【水管理】
土地改良施設管理の効率化

ドローン防除、ラジコン草刈、収穫
ロボット、農業機械のアシスト装置
等の活用により、作業の大幅な省力

化・軽労化を実現

施設園芸において、環境制御技術
を導入し、生産・品質データに基
づく改善とノウハウの継承により

高品質・多収・安定生産を実現

ICTや各種センサーを活用したモニ
タリングシステムによる生産性向上、
放牧牛の遠隔管理や給餌ロボット等

の導入による省力化を実現

パイプライン化や
自動給水栓設置に
よる水管理の自動
制御が可能となり

省力化を実現

【流通・消費】
消費者に選ばれる商品づくり

【森林】
森林情報の共有による森林整備の効率化

クラウド型森林ＧＩＳを構築・活用
し森林情報を市町や林業事業体等と

共有し、効率的な森林整備を実現

スマートフード
チェーンによる
育種から消費ま

での循環

市場ニーズに対応し、生育・出荷予測
による集出荷・物流の効率化と安定供
給、生産管理や非破壊検査による農産

物の品質保証とブランド化を実現

【生産】
スマート農機による省力化・軽労化

温度・湿度

CO2

養分・水分

環
境
を
制
御

【生産】
スマート畜産による収益性向上

DNAマーカーやAIを活用し、栽培し
やすく、おいしく、機能性等特色のあ

る県オリジナル品種を短期間に育成

【育種】
優良品種の育成期間の短縮

クラウドサーバー

市町・林業事業体等

インター
ネット

AI活用

加
工
・
流
通

生
産

販
売
・
消
費

育
種
・
開
発

消費者
ニーズ

マーケッ
ト情報

品質情報

生産情報

【生産】
生産・出荷予測による作業効率化

AI等を活用した生育・出荷予測や
ほ場管理システム等による作業計

画と人員配置の最適化を実現

牛の発情や病気の兆候
をセンサーとAIで感知

スマート農林業の展開による目指す将来像

直進走行



① 水田をフル活用した水田農業の展開

○ 米の生産性向上を図るため、｢なつほのか｣、｢にこまる｣などの高温耐性優良品種の導入を拡大するととも
に、中山間地域にも対応したスマート農業技術の導入に向けた取組を推進します。

○ 水田農業の所得向上を進めるため、担い手の明確化や農地の団地化等の将来像を定めた「人・農地・産地
プラン」を策定し、水田の汎用化・畑地化に
よる麦、大豆、園芸品目等の導入と生産安定
を図り、水田フル活用を推進します。

目標（R7年度）

水稲高温耐性品種（なつほのか等）の導入面積

[水稲面積に占める高温耐性品種面積の比率]
5,135ha

[51％]

重点推進地区における水田での園芸品目導入面積
326ha

集落営農法人・組織の受益面積の拡大
2,700ha

② チャレンジ園芸１０００億の推進

○ 施設野菜では、優良品種や環境制御技術等の導入を積極的に進めます。

○ 露地野菜では、排水対策や定植、収穫等の機械化を進めるとともに、市場や実需者等のニーズに対応した
定時・定量・定質の供給体制を整備します。

○ 果樹では、機械作業に対応した園内道等の整備、優良品種や省力・整列樹形への改植等により生産基盤を
強化するとともに、各産地が連携してブランド力を強化します。

○ 花きでは、夜冷技術や環境制御技術の導入を進めるとともに、単価の平準化に向けて、相対取引の拡大等
を図ります。
茶では、製茶工場の集約・再編による茶業経営
の協業化、高品質茶生産を進めます。 目標（R7年度）

いちごの環境制御技術の導入面積 82ha

みかん単価（１０地域市場）県別順位 １位

きくの環境制御技術の導入面積 80ha

輸出に適応した茶栽培面積 50ha
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○ 農作業受託組織からのステップアップや組織
間連携・合併など水田農業を効率的に担う集落
営農法人・組織の育成を図ります。

【キャベツ等の加工業務用野菜】

【ブロッコリー】

集落営農法人

【アスパラガス
ハウス団地】

園芸 エリア

【米､麦､大豆等の土地利用型作物】

水稲 ＋ 裏作 エリア

【ゾーニング（団地化）のメリット】

農作業の効率化、水管理や防除
作業が容易、農地集約の円滑化

表作：担い手など
裏作：集落営農法人

○ 本県においては、国の「人・農
地プランの実質化」をさらに深化
させ、水田汎用化・畑地化による
水田営農の再構築を図るモデル地
区を中心に、集落の話し合いを通
じて、人・農地プランに作付計画
を加えた「人・農地・産地プラ
ン」を策定します。

○ 人・農地・産地プランに基づき
生産基盤整備、ゾーニング及び水
田フル活用を実践することにより、
担い手への農地集積・集約ととも
に水田への高収益品目の導入・産
地化を推進します。

＜人・農地・産地プランのイメージ＞

◆ 水田汎用化・畑地化と連動した「人・農地・産地プラン」の推進

＜分野横断的な取組＞

＜分野ごとの取組＞



③ チャレンジ畜産600億の推進

○ 畜産クラスター計画等に基づき、担い手の確保、規模拡大のための畜舎整備、キャトルステーションや
ヘルパー組織等による労力支援体制の構築等による、次世代に継承できる生産基盤の強化を図ります。

○ ＩＣＴ等を活用した分娩間隔の短縮や事故率の低減、放牧の推進、ロボット技術導入による省力化など、
日本一の生産性向上を目指します。また、家畜伝染病の発生防止の徹底を図るとともに、地域環境に配慮
した畜産経営を推進します。

○ 長崎和牛や対馬地鶏など、本県独自の畜産物の高品質化を図り、ブランド力を強化するとともに、安全
安心な県産畜産物の理解醸成と販売促進を図ります。

目標（R7年度）

繁殖牛の分娩間隔の短縮 380日

肥育牛（肉専用種）の枝肉重量の増加 530kg

経産牛1頭当り生乳生産量 9,100kg

母豚１頭あたり年間肉豚出荷頭数 24.0頭

④ 県産木材・特用林産物の生産拡大

○ 森林所有者に対して集約施業による効率的な森林整備を提案し、主伐を含め県産木材の安定供給を推進
するとともに、生産性・収益性の高い作業システムの検証及び作業の低コスト・省力化を検討します。

○ 労働生産性の向上により事業量を拡大するとともに、木材の生産性を向上することで林業専業作業員の
所得向上につなげます。

○ 計画的な路網整備と高性能林業機械の導入を支援し、搬出間伐の低コスト化を図ります。

○ 原木しいたけについては、協業体や核となる生産者を中心とした生産規模・販路の拡大と兼業も含めた
新規参入者の育成により生産量の増加を目指します。

○ 菌床しいたけについては、生産性向上のための取組を支援します。

目標（R7年度）

木材生産量 200（千m３）

⑤ 産地の維持拡大に向けた革新的新技術の開発

○ 産学官の連携を強化し、“Society5.0”時代に対応した革新的な生産技術等の開発・実証および速やか
な普及に取り組みます。

○ 省力化、軽労化、規模拡大、単収・単価向上、コスト縮減、生産の安定化等農林産物の生産性・品質を飛
躍的に向上させるスマート農林業技術の開発や、ゲノム情報を活用した効率的な品種育成に取り組みます。

○ 農山村地域全体で稼ぐ仕組みづくりを支援するため、中山間地域や離島地域で一定の所得確保が可能な営
農体系の確立や暮らしを守るための技術開発・支援等に取り組みます。
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Ⅰ-3 産地の維持・拡大に必要な生産基盤、加工・流通・販売対策の強化

産地の維持・拡大に必要な環境づくりとして、生産基盤の整備や農地の利用調整等により担い手の経営規模拡
大を図るとともに、食品事業者との連携や農林産物の輸出拡大など加工・流通・販売対策を強化します。

現状 令和7年度 現状年度

担い手の農地利用集積面積 19,448ha 21,600ha H30

農産物・木材の輸出額 771百万円 1,265百万円 H30

① 大規模化・省力化を支える生産基盤整備、農地集積及び森林施業集約化の加速化

○ 「人・農地・産地プラン」の実現に向け、農地中間管理事業を活用した農地の効率的利用を進めるため、
基盤整備事業との連携、各種組織への働きかけ、後継者不在の農地の継承等を進めます。

○ 農業委員や農地利用最適化推進員の取組や集落の共同活動等により、荒廃農地の発生防止を図るととも
に、利用可能な荒廃農地の再生利用を進めます。

○ 生産性向上や担い手の規模拡大、高収益作物の導入拡大等に向け、生産基盤整備を推進します。

○ 林業施業の集約化を図るとともに、計画的な路網
整備や高性能林業機械の導入を推進します。

目標（R7年度）

荒廃農地解消面積 1,900ha

水田の整備済面積（整備率） 12,559ha（59.3％）

畑地の整備済面積（整備率） 5,665ha（29.7％）

人工林内路網密度 100m/ha

② 本県農林産物の需要開拓に向けた国内外の販売対策の強化

○ 国内の需要開拓に向けて、県産農産物については、地域中核量販店との関係強化による販売拡大ととも
に、実需者や市場ニーズの産地へのフィードバック、品質保証の取組等により新たな販路拡大、ブランド
力の強化を進めます。

○ 県産木材については、規格・品質に応じた有利販売等の体制整備とともに、公共建築物をはじめとする
非住宅等建築物における県産木材の利用を促進します。

○ 輸出拡大に向けて、県産農産物については、新たな取引先の開拓や輸出事業者の増加に取り組むととも
に、輸出規制に対応し、海外の消費者等に選ばれる産地づくりを推進します。

○ 県産木材の用途の拡大や新しいマーケットを開拓
し販路を広げ、安定的な輸出を推進します。

目標（R7年度）

地域中核量販店における県産園芸品目
の取扱量の増加（関西、九州）

110％

③ 農商工連携等による農産物の加工と付加価値向上の推進

○ 農業者の所得向上につながる農産加工と安定取引の取組を拡大するため、食品事業者等との連携により、
食品開発支援センター等を活用した商品開発、加工・業務用農産物の産地育成等に取り組みます。

目標（R7年度）

長崎四季畑認証商品販売額 1,034百万円

有機・特別栽培の実面積 2,100ha

○ 消費者が求める安全･安心な農産物生産ととも
に、生物多様性保全や地球温暖化防止に貢献す
る環境保全型農業の取組を拡大します。
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Ⅱ．多様な住民の活躍による農山村集落の維持・活性化

農山村の魅力や農地、住居等の生活関連情報の発信などにより、「集落ぐるみ」で若者等の多様な
住民の移住・定住を促進するとともに、ボランティア等都市住民との交流・協働により関係人口の拡
大を図ります。
また、地域ビジネスの展開による雇用の創出、中山間地域に対応した営農体系の確立などにより、

農山村地域全体で稼ぐ取組を促進します。

農山村集落への移住・定住及び関係人口の拡大を促進するとともに、地域全体で稼ぐ取組を推進
することで、農山村集落数を維持します。

現状（平成27年度） 令和7年度 令和12年度

農山村集落数 2,927集落 2,927集落 2,927集落

Ⅱ-1 農山村集落に人を呼び込む仕組みづくり

農山村集落の魅力や農地付住居等生活関連情報の発信、移住希望者の相談窓口設置、集落ぐるみで
の受入態勢の整備を図るとともに、農山村の多面的機能の維持、防災・減災対策をはじめとする安
全・安心で快適な地域づくりを進めることで、農山村集落への移住・定住を促進します。

現状 令和7年度 現状年度

農山村集落への移住者数 － 191人/年 H30
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○ 持続可能な集落を実現するため
の好循環

多様な住民が活躍する暮らしやすい環境づくり
～話し合いによる受入態勢の整備～

集落の魅力の再発見

若者等の移住・定住の増大
（集落を支える多様な住民の確保）

農山村集落がもつ景観･
•伝統･文化等の魅力の発揮

地域ビジネスの展開

都市住民との協働による農地
や森林の保全活動等

中山間地域に対応した営農体
系の確立

農地付空き家の紹介、
お試し移住

条件整備等営農環境の
向上
小規模でも稼げる農業

雇用の場の創出
交流・関係人口の増大

移住者の居住環境整備

多面的機能の持続
交流・関係人口の増大

移住希望者等への情報発信

移住希望者の不安解消

移住相談役の設置、同世代の
コミュニティづくり



② 農山村地域への移住・定住対策の推進

○ 農山村集落の魅力と生活関連情報を発信し、移住希望者の相談窓口（移住コンシェルジュ）を設置します。

○ 農泊の活用によるお試し移住、農地付住宅の確保、市町や民間企業と連携した通信環境の整備など、集落
ぐるみで移住希望者の受入態勢を整備します。

○ 半農半X等多様な住民の移住・定住を進めます。

目標（R7年度）

移住受入情報発信集落数 130集落/年

③ 農山村の持つ多面的機能の維持

○ 地域資源の共同保全活動、中山間地域等における農業生産活動等への支援を行うとともに、集落内外の組
織や非農家の住民等と協力しながら、活動組織の広域化や人材確保、省力化技術の導入等を推進します。

○ 森林の持つ多面的機能の発揮のため、新たな森林管理システムの推進、森林環境譲与税等の活用によ
り、森林整備、県産材利用を推進していきます。

目標（R7年度）

資源保全活動取組面積 29,350ha

④ 農山村地域における安全・安心で快適な地域づくり

○ 鳥獣被害を防止するため、集落ぐるみで「防護・棲み分け・捕獲」の3対策を推進するとともに、鳥獣
被害対策に係る人材の確保・育成に取り組みます。

○ 自然災害を未然に防止・軽減するため、老朽ため池の整備や山地災害危険地区における治山事業を計画
的に推進します。

目標（R7年度）

野生鳥獣による農作物被害額 120百万円

老朽ため池の整備促進 139箇所

山地災害危険地区（Ａランク）着手数 794箇所

① 本県農山村の魅力の発信と関係人口の拡大

○ 農山村集落が有する景観・伝統・文化やライフスタイル等の魅力を発掘して磨きをかけ、集落内に共有す
るとともに、県民をはじめとする都市住民に積極的に情報発信します。

○ 都市住民の農山村への理解促進と交流・協働活動への参加、地産地消の強化等を通じて、本県の農林業・
農山村の応援団となる関係人口を拡大します。

目標（R7年度）

ボランティアとの集落環境保全活動に取り組
む集落数

43集落/年
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Ⅱ-２ 農山村地域全体で稼ぐ仕組みづくり

中山間地域に対応した少量多品目周年生産や特色ある品目の導入、地域資源を活用した新
商品の開発や農泊の推進、直売所等の販売額向上や機能強化、地域の営農活動に必要な農作
業受託・機械の共同利用組織の育成など、農山村地域全体で稼ぐ仕組みづくりを推進します。

現状 令和7年度 現状年度

アグリビジネス売上額 119.8億円 127.3億円 H30

① 中山間地域に対応した営農体系の確立

目標（R7年度）

中山間地域の特性と資源を活かした新規品目等
の実証数

15品目

② 地域農林業を支える組織の設立・推進

○ 農作業受託組織からのステップアップや組織間連携・合併など水田農業を効率的に担う集落営農法人・組
織の育成を図ります。

○ 中山間地域など担い手不在の集落において地域農業を支える農作業受託組織、機械共同利用組織の設立を
推進するとともに、組織の次代を担う人材の育成に取り組みます。

○ 林業事業体の増大を図るため、建設業等異業種から林業への参入促進を図ります。

目標（R7年度）

農作業受託組織・機械の共同利用組織数 134組織

集落営農法人・組織の受益面積の拡大 2,700ha

③ 地域ビジネスの展開による農山村地域の活性化

○ 地域の特色ある加工品の開発、直売所やECサイトでの販売等、付加価値を生み出す6次産業化を推進し、
農家レストランや体験農園、農泊などの取組も含めた地域ビジネスの展開を進めます。

○ 地域の農産物直売所が拠点となり、高齢者の生産活動継続や買い物弱者対策等の地域貢献活動を行うな
ど直売所の機能強化を推進します。

目標（R7年度）

農泊延べ宿泊者数 68,000人

地域貢献活動を行う農産物直売所数 55
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○ 中山間地域の特性と資源を活かした地域の「顔」となる産品づくり、少量多品目で周年生産できる営農
類型の導入、サカキ等切り枝類の生産や集落ぐるみでの放牧等の取組を推進します。

○ 小規模なほ場でも、省力化や軽労化に資する傾斜緩和など簡易な土地基盤整備、周年生産のための小型
ハウスの導入等を推進します。



地域別振興方策（長崎・県央地域）

長崎・県央地域の農林業・農山村の将来像

長崎・県央地域では、中山間地域を中心に温州みかんや生産量全国一を誇るびわ等の果樹
や茶が生産され、平地を中心に水稲、麦、大豆、野菜、花き等の生産や肉用牛、養豚、酪農
が行われているほか、諫早湾干拓地では大規模経営体により野菜、花き、飼料作物等が生産
されています。また、県内でも有数の木材生産地となっています。

新規就農・就業者の確保のため、JA主体の研修機関や学校等と連携し、農家研修や各種就
農情報の提供など、就農意欲を高める取組を行いながら、JAと地が一体となって新規就農・
就業者の確保・定着を支援します。

農業就業人口の減少などによる労力不足に対応するため、㈱エヌを通じた特定技能外国人
材等の活用推進を図ります。また、管内、県内、他県産地との産地間連携による周年雇用体
制の確立により労力支援体制の強化を図ります。

園芸作物・畜産においては、ICT技術等を活用したスマート農林業の導入、生産基盤整備
の加速化など生産性の高い産地の育成により、農林業所得の向上を図ります。

各地域において集落での話し合いをもとに地域の将来像を描いた人・農地・産地プランの
実現に向けて、農地中間管理事業等を活用して、農地の基盤整備や担い手への農地集積や団
地化を図るとともに、水田地域においては、水田の汎用化・畑地化を進め、園芸品目の作付
け拡大を図ります。

西彼杵半島や多良山系の森林を、木材生産の拠点や地域住民への憩いの場とし、また、水
源涵養など多面的機能を発揮させる等多様な森林づくりを目指します。

「新規林業就業者の確保と林業専業作業員の所得向上」と「県産木材の生産拡大と特用林
産物による地域振興」を重点課題とし、林業関係者、関連産業、関係機関、市町と連携しな
がら、新規林業就業者の確保と事業量の拡大により林業専業作業員の所得向上を図ります。
また、産地計画に基づき搬出間伐等の森林整備を推進し、県産木材の生産を拡大させるとと
もに特用林産物の生産を拡大する取組を促進します。

中山間地域の集落においては、森林や農山村の持つ多面的機能の維持・保全を図り、安心
して暮らしやすい環境を整備するとともに、都市との交流・協働など、集落ぐるみでの受入
体制を整備し、集落の魅力や生活環境を発信し、移住・定住を促進し集落の維持・活性化を
図ります。
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● 肉用牛および養豚経営の生産性向上等による生産基盤の強化

〇肉用牛経営では、肥育経営に対する資金繰り対策、繁殖経営に対する増頭支援に加え、飼養管理指導及び繁
殖・肥育農家の相互情報交換等による生産性向上と地域内一貫生産により、ブランド強化を推進します。また、
養豚経営では、ベンチマーキングシステムの活用による後継者の育成に加え、多産系母豚導入等により生産性
向上を推進します。

【目指す取組】
・融資事業等を活用した肥育経営体の体質強化の推進
・補助事業等を活用した繁殖雌牛の増頭推進
・養豚後継者の育成や多産系母豚の導入支援

取組後

地域の取組の姿

取組前
・肥育牛経営における、素牛価格の高止まり、
枝肉価格の低迷等による収益性低下

・繁殖牛経営における、高齢化等による生産
基盤の弱体化

・養豚経営における世代交代の進展、多産系
母豚導入の遅れ

18

長崎・県央地域の地域別・産地別の戦略の展開

【長崎西彼地域】

○ かんきつ産地の維持・活性化に向けて、生産性向上、優良品種の導入面積拡大、雇用労力の確保に取り組
みます。併せて、意欲ある担い手への園地集積と基盤整備等による省力化を推進します。

また、びわ産地の維持に向けて、担い手の確保・育成や、「なつたより」の生産拡大によるブランド力の強
化に取り組みます。

【目指す取組】

・園地の基盤整備推進による担い手への園地集積

・整備後の営農確立に向けた栽培および経営支援

・スマート農業の導入による生産出荷作業の省力化

● 活力ある果樹産地の維持・活性化

取組前
・生産者の高齢化に加え担い手不足
・園地が未整備で借り手がいないため耕作放
棄地が拡大

・園地の多くが急傾斜地であるため労働生産
性が低い

取組後

地域の取組の姿



【県央地域】

○ 水稲高温耐性品種や需要の高いはだか麦等の導入と、排水性の向上等による麦・大豆や園芸品目の生産拡

大を図ります。

〇 担い手である集落営農組織等の法人化や新規品目導入等による経営基盤強化を支援します。

【目指す取組】

・水稲高温耐性品種の適地適作による良食味米の生産拡大

・需要に応じた品種の導入と安定生産技術の推進による麦・大豆等の生産拡大

・排水対策や土づくりの徹底による園芸品目の産地育成

・集落営農組織の法人設立後の経営力強化

● 水田地域における集落営農組織を中心とした水田汎用化・フル活用の推進

取組前
・温暖化の影響による水稲の収量・品質低下
・麦については、需給のアンバランス
・大豆については単収が低い
・米価の低迷による水田農業の所得低下
・集落営農組織が設立されているが、経営基
盤が弱い

取組後

地域の取組の姿
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○新規就農・就業者確保のため、JA主体の研修機関や学校等と連携し、農家研修や各種就農情報の提

供など就農意欲を高める取組を行いながら、JA、産地が一体となって新規就農・就業者の定着を支援し

ます。

【目指す取組】

・JA長崎せいひ担い手支援センターによる産地主導型の研修事業の構築と新規就農者の育成、産地受入

体制の強化

・新規就農後の経営確立のフォローアップの充実

● 新規就農・就業者の確保・育成

取組前
・新規就農者、就業者等の担い手不足
・農業者の高齢化による産地の縮小

取組後

地域の取組の姿

JA支援センター
における新規就農
者の育成

関係機関が一体と
なった就農支援と
フォローアップ

産地の維持拡大

新規就農、就業
者の経営向上と
定着

新
規
就
農
者
の
増
加

産地受入体制の強
化



20

○畑地の基盤整備の計画的な実施と省力化機械の導入、労力支援体制の構築、大型選果場を活用した市場

ニーズに対応した定時・定量・定質の出荷体制の確立によるばれいしょ・にんじん等の産地の維持・拡大

を図ります。

【目指す取組】

・基盤整備の計画的な実施と省力化機械の導入、労力支援体制の構築による産地の維持・拡大

・ばれいしょの早出栽培技術の推進・新品種導入による４月出荷割合の向上

●省力化・労力支援による露地園芸産地の強化

取組前
・露地野菜の労力が不足しており、省力化機
械導入による作業の効率化と労力支援体制
の構築が必要

・ばれいしょの４月出荷割合は全体の２～
５％程度であり、市場からのニーズに応え
きれていない。

取組後

地域の取組の姿

● 施設園芸農家の所得向上と新規就農者の確保による産地の維持・拡大

取組後

地域の取組の姿

取組前
・環境制御技術導入が徐々に導入されてい
る

・いちごパッケージセンター（PC)利用希
望が高い

・花きでは日持ち品質管理認証取得への取
組が開始

・受入団体等登録制度を活用した新規就農
者の確保

○ 施設野菜は環境制御技術の導入推進により単収を向上させ所得向上を図ります。

○ いちごはパッケージセンターの活用により、単収向上と規模拡大を図ります。

○ 施設花きは環境制御技術の導入推進による単収向上と、販売力強化による単価向上、省力化技術の導入

により経営改善を図ります。

○ 技術習得支援研修と連動し産地における新規就農者の受入・育成を行います。

【目指す取組】

・施設野菜・花きの環境制御技術の導入推進による単収向上

・いちごのパッケージセンターの利用推進による単収向上と規模拡大

・花きの日持ち品質管理認証取得の実需者へのＰＲによる販売力強化

・産地部会の担い手育成計画の支援による新規就農者の確保・育成と産地の維持・拡大

環境制御技術の導入
推進

ＰＣの利用促進

花きの日持ち品質
管理認証取得によ
る実需者へのPR

産地部会の担い手育
成計画の支援

単収向上

出荷調製の外部化
による管理徹底

花きの販売力強化

新規就農者の確
保・育成

施
設
園
芸
農
家
の
所
得
向
上
と

新
規
就
農
者
の
確
保
に
よ
る

産
地
の
維
持
・
拡
大

基盤整備の計画的な実
施と省力化機械の導入

早出栽培の推進・
新品種の導入

労力支援体制の構築

作業効率が向上

４月出荷の割合の増
加による有利販売

産地維持・拡大

省
力
化
・
労
力
支
援
に
よ
る

露
地
園
芸
産
地
の
強
化



● 日本一の茶産地におけるブランド確立や輸出拡大等による販売力強化

取組後

地域の取組の姿

取組前
・長崎玉緑茶の知名度不足による低い販売力
・茶樹の老齢化による生産性の低下
・茶関連機械の高騰により更新が困難
・生産農家の高齢化による労働力不足
・市場単価の下落による経営悪化
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○ 全国茶品評会等の最高賞獲得に向けた品質向上の取組とブランド確立による販売拡大を目指します。ま
た、優良品種への改植に取り組むとともに、茶業経営の協業化や製茶工場の再編を図り、新たな茶種であ
るてん茶の安定生産・販売、輸出に向けた残留農薬基準への対応とGLOBALG.A.P.に取り組むことで、経
営体の所得向上を図ります。

【目指す取組】

・全国茶品評会の最高賞獲得と優良品種への改植推進によるブランド確立

・製茶工場再編に向けた協業化・法人化の推進

・新規茶種「てん茶」の販売力の強化、 GLOBALG.A.P.等の認証取得による輸出の拡大

○ かんきつ産地の収益性向上のため、指定園制度の取り組みを進めブランド率向上を図ります。また、担
い手への園地集積と基盤整備、優良品種への新・改植、省力化機械の導入に取り組みます。

【目指す取組】

・指定園制度に取り組むことによるブランド率向上

・樹園地の基盤整備推進（鈴田・内倉地区）

・新・改植事業による優良品種導入

● ブランド率向上によるかんきつ産地の維持・活性化

取組前
・シートマルチは普及しているが、排水不良
園が多く、ブランド率向上に結び付いてい
ない

・高齢化等により耕作放棄園が増加している。
・老木園が残っており、生産性が低下してい
る

取組後

地域の取組の姿

全国茶品評会での
最高賞獲得支援

優良品種への
改植推進

協業化・法人化の
推進

新たな茶種てん茶
の取組、輸出促進

知名度向上

収量・品質向上

経営体の強化

販路拡大

販
売
拡
大
に
よ
る

経
営
体
の
所
得
向
上



○ 平坦かつ大区画圃場の優位性を活かし、環境と調和した生産性の高い、先進的な農業の展開を目指します。

【目指す取組】

・大規模環境保全型農業の確立（生産安定）

・加工・業務用野菜供給の継続（供給体制の維持・拡大）

・新技術導入による省力・軽労化栽培の確立（コスト低減）

・大規模経営体の経営安定（経営管理能力の向上）

● 平場地帯における大規模環境保全型農業の振興

取組前
・大規模環境保全型農業の取組が求められ
ている

・加工・業務用野菜については、実需者から
のさまざまな要望への対応が求められる

・新技術導入による省力化・軽労化の取組が
必要

・これまでも経営の安定化が図られてきたが、
更なる経営安定化等への取組が必要

取組後

地域の取組の姿

【諫早湾干拓地域】
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● 畜産クラスター計画に基づく肉用牛および養豚の生産性向上

○ 肉用牛経営において、繁殖雌牛の飼養環境改善等による分娩間隔の短縮を図り、肥育牛の前期粗
飼料多給等による枝肉重量の増加を目指します。また、養豚経営では優良種豚導入や飼養管理改善
により生産性向上を目指します。
【目指す取組】
・繁殖牛の分娩間隔の短縮による生産性の向上
・肥育牛の前期粗飼料多給等による枝肉重量の増加
・優良種豚導入等による母豚１頭当たりの年間肉豚出荷頭数増加

取組前
・繁殖牛の分娩間隔が長く、子牛出荷率が低い
・肥育牛の枝肉重量にバラツキがある
・子豚の生産頭数や育成率が低く出荷数が少ない

取組後

地域の取組の姿

大規模環境保全型農
業の確立

加工・業務用野菜供
給体制の継続

新技術導入による省
力・軽労化

経営管理能力の向上

環境保全型農業の
生産安定

供給体制の維持・
拡大

生産コストの低減

大規模経営体の経
営安定

環
境
と
調
和
し
た
生
産
性
の

高
い
先
進
的
な
農
業
の
展
開



【林業・森林】

○ 新規林業就業者の確保を図り、また、労働生産性の向上により事業量を拡大させて林業専業作業員の所得

向上を図ります。

【目指す取組】

・就業希望者と高校生を対象としたインターンシップの実施

・就業ガイダンスによる就業希望者と就業先のマッチングの推進

・林業専業作業員の所得向上に向けた産地計画の着実な実行

● 新規林業就業者の確保と林業専業作業員の所得向上

取組後取組前
・人工林が本格的な利用期を迎え、豊富な
森林資源の循環利用による林業の成長産
業化が期待されているが、林業専業作業
員の高齢化、後継者が不足している。

・雇用を支える林業事業体の多くが小規模
零細であり、人材の確保・育成及び経営
の安定化に不安を抱えている。

地域の取組の姿
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【長崎・県央地域全域】

○ 農山村地域の資源、伝統文化、多様な農業生産活動等を活かすとともに、その地域ならではの魅力発信の
取組を強化し、都市部等からの移住者受入を促進することで、地域の人口維持を図るとともに、他産業との
連携・協働により、農山村地域の農地保全と多面的機能の維持促進等を図ります。

【目指す取組】

・集落の地域資源や特性を活かした魅力発信と、他地域からの移住者の受入態勢を整備

・移住者の定住による農村環境の保全と地域の活性化を推進

・農泊等との連携による関係人口の確保

●「集落支援対策」推進による農山村地域の活性化

取組前
・農山村地域の高齢化や人口減少による地域
の活力低下

・農山村地域における農地保全や洪水防止な
ど多面的機能の低下

取組後

地域の取組の姿

集落の移住情報発信
を支援

農泊を利用した移住
体験等による集落の
移住受入態勢を整備

移住希望者へ集落の
魅力を発信

地域住民と移住者の
相互理解による定住
環境の整備

移
住
・
定
住
者
の
確
保
に

よ
る
農
村
環
境
の
保
全
と

地
域
の
活
性
化

地域生活者から移住
相談役を専任

農泊等との連携によ
る関係人口確保

都市部の移住希望者
へ移住先選択し提供



○ 持続的な森林経営と健全な森林づくりにより、森林の多面的機能を発揮させるとともに、山地災害を防止
し、住民の暮らしやすい地域環境をつくります。

【目指す取組】

・森林環境譲与税等を活用した森林整備の推進による未整備森林の解消

・山地災害から住民の暮らしを守る治山施設の整備

● 森林の多面的機能の発揮と安全、安心で快適な地域づくり

取組後取組前
・人口が多く、地質的に脆弱な当管内には
２３１箇所の危険度の高い山地災害危険
箇所があり、治山事業（公共・県単）に
より防災対策を実施しているが、Ｒ元年
度末の着手率は約３３％である。

・森林整備を進めるに当たっては、森林所
有者の経営意欲の低下や所有者不明の森
林の増加、境界未確定の森林の所在や担
い手の不足が大きな課題となっている。

地域の取組の姿
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○ 産地計画に基づき搬出間伐等の森林整備を推進し、県産木材の生産を拡大させるとともに特用林産物の生

産を拡大する取組を促進します。

【目指す取組】

・産地計画に基づく計画的な搬出間伐と主伐・再造林の実施

・木材規格や品質に応じた販売や木質バイオマス利用

・関係団体との連携によるハランの生産量の拡大

● 県産木材の生産拡大と特用林産物による地域振興

取組後取組前
・人工林が本格的な利用期を迎えているた
め、豊富な森林資源を適切に循環利用す
ることが課題となっている

・県産木材の生産拡大を図る一方、県産木
材の流通・利用面では建築用材に加え、
低質材の用途を拡大し、森林資源の有効
活用を推進していく必要がある

・ハランの生産は中山間地域における収入
源として、意欲的に取り組まれているが、
生産者の高齢化や産地間競争により経営
環境は厳しくなっている

地域の取組の姿



地域別振興方策（島原地域）

島原地域の農林業・農山村の将来像

島原半島は、肥沃な土壌、温暖な気候に恵まれ、畑作を中心に、県内を代表する農業先進地
であり、地域の基幹産業です。

農業従事者の減少と高齢化が進む中、ＪＡや産地が連携し、次代の地域を支える担い手の育
成確保に向けた取組を推進します。
農地の基盤整備の促進と農地中間管理事業の活用により担い手への農地集積を加速化します。

さらに、外国人材等を活用した労力支援システムの強化を図ることで、力強い経営力を持った
大規模経営が多数存在し、他地域や他産業から農業を生業として選択する後継者が育つ地域を
目指します。

新技術の導入や技術革新等を推進することにより、環境と調和した収益性の高い農業の実現
を目指し、生産基盤の強化を図ります。
特に「いちご」については、「ゆめのか」「恋みのり」の定着による所得の向上、だいこん、

にんじん、ブロッコリー、レタス等の作付拡大、花きについては施設の高度化や規模拡大、畜
産については、増頭、コスト縮減、生産性向上や家畜防疫対策の強化を図ります。
また、多様な農産物を活用して付加価値をもつ商品の開発など食品加工産業等との連携を目

指します。

健全な森林へ誘導するために人工林を中心に搬出間伐等の森林整備を推進し、利用可能な木
材については、木材市場等へ出荷することで木材の安定供給体制の強化と県産木材の利用拡大
に取り組みます。特用林産物である菌床しいたけについては、低コスト化と品質向上に取り組
みます。

農山村集落への移住・定住を促進し、集落機能を支える人材を確保するとともに、直売活動
などの地域ビジネスに取り組む活力ある農村社会の構築を目指します。

25



● 生産性が高い施設園芸産地の育成・強化

〇 施設園芸の産地規模の維持・拡大及び生産性向上のため、環境制御技術を導入・普及します。また、受
入団体登録制度を充実させ、産地の担い手確保を図ります。

【目指す取組】
・出荷の平準化・安定化を目指したいちごの作型分散
・環境制御技術等の導入・普及による施設野菜・花き・果樹の品質・収量の向上
・次代の担い手の確保

取組前
・いちごは多収性品種への転換が進み、収穫時期
が集中

・施設園芸では気象変動等により収量が伸び悩む
一方、環境制御技術導入ハウスでは単収向上が
見られる

・産地は高齢化が進み次代の担い手が不足

いちごの品種に
あった栽培技術確
立

いちご品種の
普及・組合せに
よる出荷平準化

環境制御技術の学
習組織の育成

環境制御技術の
導入・普及

産地担い手育成計
画に沿った担い手
確保対策

新規就農・参入
者の確保・育成

施
設
園
芸
産
地
の
生
産
性
向
上

取組後地域の取組の姿
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島原地域の地域別・産地別の戦略の展開

【島原地域全域】

〇 農地の基盤整備を推進するとともに担い手への農地集積を進めます。農地集積により経営の規模拡大を
図るとともに、経営規模拡大に対応できる労力支援体制の整備・強化を図ります。

【目指す取組】
・農地の基盤整備の推進と担い手の農地集積
・農作業支援組織の充実等による労力支援体制の整備

● 農地の基盤整備と担い手への農地集積の推進

取組前
・生産基盤が未整備の農地が多い
・担い手への農地集積が進まない
・農繁期の労力不足が見られる

担
い
手
の
経
営
規
模
拡
大

取組後

農地の基盤整備
担い手への
農地集積

農作業支援組織
による労力確保

地域の取組の姿



● 畜産クラスター計画等に基づく肉用牛・養豚産地の維持・拡大及び畜産
経営の収益性向上

〇 畜産クラスター計画等に基づき、生産基盤の強化や飼養管理技術の向上を図り、肉用牛・養豚産地の
維持・拡大を目指します。加えて、酪農を含む畜産経営全般では省力化･生産性向上につながる機械
の導入を推進し、経営の収益性向上を図ります。

【目指す取組】
・牛舎・豚舎整備による規模拡大
・優良繁殖雌牛・高品質乳用牛・多産系母豚の導入推進
・飼養管理技術の改善や省力化機械の導入等による生産性の向上

取組前
・高齢化等により農家戸数は減少傾向
・規模拡大のための生産基盤が十分ではない
・飼養管理技術・省力化技術の徹底が不十分

取組後

畜
産
産
地
の
維
持
・
拡
大

生産性向上
収益性向上

優良繁殖雌牛・
高品質乳用牛・
多産系母豚の導入

飼養管理技術の改善
省力化機械の導入

牛舎・豚舎等の
インフラ整備

規模拡大

地域の取組の姿
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〇 露地野菜産地の規模拡大のため、省力化技術の確立・導入や集出荷施設の効率的運用に向けた体制整備を
図ります。水田の汎用化・畑地化により園芸品目の導入・拡大を図ります。また、受入団体登録制度を充
実させ、産地の担い手確保を図ります。

【目指す取組】
・省力化技術の確立による労働生産性の向上
・総合集出荷施設を核としたばれいしょ、ブロッコリー、だいこん、にんじん、たまねぎ等の産地維持・
拡大

・水田での排水対策や作付品目団地化による園芸品目の導入・拡大
・次代の担い手の確保

● 省力化技術導入等による露地野菜産地の拡大

取組前
・露地野菜では労力不足が顕著
・水田では園芸品目の生産が不安定
・産地は高齢化が進み次代の担い手が不足

取組後

省力化技術の確
立・集出荷施設の
整備

労働生産性の向
上と選果等出荷
労力の軽減

水田の排水対策・
作付品目団地化

水田の汎用化・
畑地化による園
芸品目の生産安
定

産地担い手育成計
画に沿った担い手
確保対策

新規就農・参入
者の確保・育成

露
地
野
菜
産
地
の
維
持
・
拡
大

地域の取組の姿



〇 農山村集落において移住者の受入態勢を整備し、集落ぐるみで行う資源保全活動や鳥獣害対策を推進する
ことにより、集落の活性化を図ります。

【目指す取組】
・移住者の受入態勢の整備
・3対策（防護・棲み分け・捕獲）の実践による野生鳥獣害の減少

● 農山村集落の維持・活性化

取組前
・高齢化・転居による集落戸数の減少
・集落戸数減少により集落・農業環境の維持が困難
・環境保全が困難になり鳥獣害対策の防護・棲み分
けが不十分

取組後地域の取組の姿

移
住
者
の
受
入

集落・農業
環境の維持

鳥獣害対策
の徹底

集
落
の
維
持
・
活
性
化

受
入
態
勢
の
整
備
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地域別振興方策（県北地域）

県北地域の農林業・農山村の将来像

29

県北地域の農業は中山間地域や多くの離島・半島からなり、水田の割合が高く、水稲を中心に、
肉用牛、みかん、野菜、花き、茶などとの複合経営が多く営まれており、みかんや肉用牛は全国
有数の産地となっています。

農業従事者の減少と高齢化が進んでいることから、産地等が連携し、次代を支える担い手の育
成・確保に向けた取組を推進します。
農地の基盤整備の促進と農地中間管理事業の活用等により優良な農地を担い手に集約し、農業

サービス事業体等を活用した労力支援を行い、担い手の規模拡大を図り、産地の維持・拡大を目
指します。

みかん等でのスマート農業技術の活用等により生産性を高め、高品質な農産物の生産拡大を図
るとともに、畜産については、コスト削減を図り、増頭を目標とした牛舎整備や家畜導入など経
営規模拡大を図ります。また、水田の汎用化・畑地化を推進し、高収益作物の導入による農業所
得の向上を目指します。

林業については、計画的で効率的な間伐等を推進し、生産性を高めて木材生産量の拡大を図り、
林業事業体の雇用就業者の増加を目指します。また、木材のカスケード利用を進めて販路の拡大
を図り、林業生産額の増大を目指します。

農山村地域において、受託組織や集落営農により農地の活用や保全を図るとともに、モデル集
落を中心に農山村地域における多様な人材を受け入れる態勢づくりを推進し、移住者に選ばれる
集落をつくるなど、県北地域の多様な農産物や豊かな自然など地域資源を最大限に活かした農山
村地域の所得向上と地域活性化を目指します。
また、ため池整備や山地災害対策を進め、安全で安心して暮らせる農山村集落を目指します。
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○園芸産地の持続的な発展を目指すため、環境制御技術の導入や水田の汎用化・畑地化などにより、農業
所得の向上を推進し、産地を支える担い手の確保・育成を図ります。

【目指す取組】
①施設野菜・花きの環境制御技術の導入による収量向上
②水田の汎用化・畑地化や労力支援体制の活用、省力化機械導入による園芸産地（ブロッコリー、
かぼちゃ、たまねぎ、小菊）の拡大

③受入団体等登録制度などによる新規就農者の確保、育成

●環境制御技術の導入や水田の汎用化・畑地化等による園芸品目の振興

取組前
・施設園芸において、環境制御技術の
導入が遅れている

・水田の高度利用が進んでおらず、
土地収益性が低い

・高齢化による担い手不足に併せ、農
繁期の労力が不足

取組後 環境制御技術の

導入拡大
施設園芸品目の収
益性向上

省力化機械導入推進、

労力支援、出荷体制の

強化

労働生産性向上
による産地強化

水田フル活用による

園芸品目の導入推進

水田における園芸
品目の面積拡大

受入団体等登録制度など

による研修受入拡大
産地を支える担
い手の確保

園
芸
産
地
の
育
成

地域の取組の姿

県北地域の地域別・産地別の戦略の展開

○AIによる果実品質予測やロボット選果システム等のスマート農業技術の導入、指定園制度の取組や基盤
整備の推進などにより、ブランドみかんの生産拡大、産地維持を図る仕組みづくりを支援します。

【目指す取組】
①指定園制度の取組、新品種導入等によるブランドみかんづくり推進
②AIの品質予測やロボット選果システム等の導入による高品質安定生産、省力化体系の構築
③樹園地のほ場整備と意欲ある担い手への農地集積
④農業サービス事業体㈱エヌ等を活用した労力確保システムの構築

●スマート農業技術導入によるみかん産地のブランド力の向上

取組前
・気候温暖化の影響による果実品質
の低下

・高齢化の進展、担い手不足と農繁
期の労力不足

取組後

地域の取組の姿

指定園制度の取組

徹底と新品種の導入

ブランドみかん

生産量の維持・

拡大

省力化技術の導入、

基盤整備、農地集積

の推進

産地の栽培面積、

維持拡大

労力確保システ
ムの構築

農業サービス事業体等の

活用推進

生
産
性
向
上
に
よ
る

み
か
ん
産
地
の
振
興

【県北地域全域】
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○地域の住民が主体となった関係人口の増大、移住･定住等集落維持に向けた仕組みづくりを支援します。
県北地域の多様な農産物や豊かな自然など地域資源を活用した地域ビジネスを推進します。

【目指す取組】
①農山村集落での話し合いと移住・定住の取り組み推進（受入態勢整備、コミニュティづくり）
による農山村の活性化

②直売所等を核とした地域内流通の拡大、地域の産品の開発、情報発信

取組前
・高齢化、人口減少による農山村集
落の機能低下

・直売所売上の伸び悩み

地域の取組の姿

●農山村集落の維持・活性化

取組後

地域の魅力発掘と

情報発信
集落機能の維持 農

山
村
集
落
の
活
性
化

直売所を核とした

地域内流通の拡大、

地域の産品開発

地域ビジネス

の拡大

○畜産クラスター計画に基づき、新規就農者をはじめとした担い手の確保、規模拡大のための畜舎整備や
雌牛の導入事業、キャトルステーション活用やヘルパー組織など労力支援体制の構築を図ります。また、
ICTを活用した分娩間隔の短縮や分娩時の事故の低減や、放牧牛管理の効率化などスマート畜産を推進し、
自給飼料生産拡大と放牧推進でコスト低減の支援を行います。

【目指す取組】
①畜産クラスター事業を活用した施設拡大
②ICT機器活用による分娩間隔短縮、分娩時の事故低減、放牧牛管理の効率化による労力削減
③家畜導入事業を活用した優良雌牛群の整備による生産基盤強化

●肉用牛の生産基盤強化による生産規模の維持・拡大

取組前
・増頭できない小規模牛舎が多い
・安定生産には牛の観察力など技術力
の向上が求められる

・優良子牛生産には適切な母牛の更新
が必要

取組後 牛舎の設置と導入事業

による生産基盤拡充
担い手の規模拡大

ICT機器活用と放牧、

自給飼料生産拡大推進

作業の効率化によ
る労力の軽減とコ
スト低減

家畜導入事業による

高能力牛群の整備
優良子牛生産の増加

肉
用
牛
規
模
の
維
持
・
拡
大

地域の取組の姿



〇繁殖牛での省力化技術確立や労力確保による規模拡大、離島における地域特産品や園芸品目の産地育成を
推進します。担い手公社の受入強化による担い手の確保や、都市との交流を拡大し移住の増大を図ります。

【目指す取組】
①放牧導入やヘルパー組織強化等による畜産経営の安定
②担い手公社の機能向上による運営改善と研修生への指導強化による就農定着率向上
③ブロッコリーを中心とした園芸推進品目の作付拡大
④観光サイドとの連携強化によるボランティア、農家民泊・体験促進

●繁殖牛の規模拡大と新規就農者定着、園芸品目の拡大

取組前
・高齢化・後継者不足と労力
不足による生産基盤の脆弱化

・公社研修生等の就農候補者の減少
・人口減少による地域活力低下

取組後
放牧新技術確立と

ヘルパー組織の整

備、生産指導の強化

産地の維持
や経営規模
の拡大

新規就農者への経営

・サポートの充実

就農後の経営安
定

都市住民が訪れや

すい集落の環境

整備・情報発信

移住者の増加
による後継者
の確保

就
農
者
定
着
、
移
住
者
の
増
大

繁
殖
牛
・
園
芸
の
拡
大

地域の取組の姿

【南部地域 島しょ部】
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地域別振興方策（五島地域）

五島地域の農林業・農山村の将来像

五島地域は畜産・畑作中心の経営が多く、肉用牛、養豚、野菜、葉たばこ、米が主要産物です。
担い手の確保に向けて、農業従事者の減少と高齢化が進む中、JAや産地が連携した次代の地

域を支える担い手の育成確保に向けた取組を推進します。
さらに、外国人材等を活用した労力支援システムの強化を図ることで、力強い経営力を持った

大規模経営が多数存在し、他地域や他産業から農業を生業として選択する後継者が育つ地域を目
指します。
農家の経営規模の拡大と農地の有効活用のためには基盤整備は不可欠であり、今後も計画的な

整備を目指します。そして、農地中間管理事業を活用した担い手への農地の集積・集約化を推進
します。

耕種部門では、ブロッコリーやたかな等の加工業務用野菜が伸びていることから、さらなる生
産拡大を目指します。
畜産部門では、五島農業の基幹作目である肉用牛において、繁殖雌牛5,３00頭達成を目指し、

畜産クラスター事業等を活用した大規模経営体の育成を目指します。

林業部門では、面積が小さく、位置も分散している森林を集約化することで、効率的な林業専
用道及び作業道等の路網整備を行うとともに、高性能林業機械等による低コスト林業を推進しま
す。また、森林が持つ多様な機能が発揮されるよう木材生産を行いながら適正に森林を管理し、
持続的な森林資源の育成と多様な森林づくりを進めるとともに、「五島ツバキ」の振興による地
域活性化を目指します。

また、農山村集落への移住や定住を促進し、集落機能を支える人材を確保するとともに、農泊、
直売活動などのアグリビジネスの活性化に取り組み、活力ある農村社会の構築を目指します。
さらに、離島振興につながる各種施策や事業等を積極的に取り組み、五島地域の発展に寄与し

ます。
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●集落営農を軸とした多様な人材の活躍、地域ビジネスの展開による集落の活性化

地域の営農を支える集落営農法人等において、スマート農業の導入による農作業の省力化と効率化並びに水田畑地
化による園芸品目の拡大などにより経営改善を図り、雇用を生み出します。その集落営農を軸として、多面的機能等
地域資源の維持、集落への移住・定住者を受け入れる態勢の整備、アグリビジネスの活性化を図ることで、集落ぐる
みの人を呼び込む・稼ぐ仕組みづくりを目指します。

【目指す取組】
①スマート農業による農作業の省力化・効率化
②水田における高菜等の導入による経営改善
③中山間地域の多様な担い手の育成・確保
④多面的機能支払交付金等を活用した資源維持保全活動
⑤農地付空き家の整備や集落営農法人等での雇用の場の提供など移住・定住者の受入態勢整備
⑥直売所向け少量多品目栽培の推進、農泊による関係人口の拡大等アグリビジネスの活性化

取組後

集落営農を軸とした営農活動、地域ビジネスの展開
○スマート農業による省力化、効率化
○資源保全活動による集落保全・維持
○集落の魅力等の情報発信、移住希望者の相談役・窓口設置
○直売所・農泊等地域ビジネスの展開、雇用の場の創出

⚫ 高齢化による担い手の減少に
伴い、資源保全活動等の労力
が増加

⚫ 農業に興味を持つ移住希望者
への情報提供が弱い

取組前

経営改善に向けたフォローアップ

地域の取組の姿

五島地域の地域別・産地別の戦略の展開

【五島地域全域】

● Uターン就農者を呼び込む担い手育成・確保対策
畑地等の基盤整備や外国人等多様な人材の活用による労力確保により、認定農業者の経営改善を進め、その

儲かる姿を発信するとともに、島外のUターン希望者等を対象としたJAの研修機関の活用など就農支援体制
を充実させ、地域農業の担い手となる新規自営就農者の増大を図ります
【目指す取組】
①農作業の効率化、コスト縮減に必要な生産基盤整備の推進
②情報発信の強化や新たな研修機関の活用等による新規自営就農者の増大
③外国人等多様な人材の活用による労力確保

⚫ 畑地の基盤整備が遅れ、効率的な利用が
困難。

⚫ 大型機械の導入が困難な農地は借り手が
不足

⚫ 労力不足のため、経営規模拡大など経営
改善計画が未達成の事項が多くみられる。

⚫ Uターン就農の場合、十分な技術修得が
できる環境が整っていない

取組後取組前

「地域の話し合いによる基盤整備の推進」
「外国人材の活用等による労力確保」

認定農業者の所得向上

島外のUターン就農者の増大

情報発信

研修機関の活用等による就農定着

地域の取組の姿



● 加工・業務用野菜等地域の特性を活かした園芸の振興
産地計画に基づき、五島地域の特性を活かした園芸品目の振興を推進し、農業者の所得向上を目指します。

【目指す取組】
労力支援組織の活用及び省力化機械導入による露地野菜の面積拡大

取組後

・労力支援組織の活用

・省力化機械導入

露地野菜の

面積拡大

所
得
向
上

取組前

⚫ 産地の高齢化が進み、担い手が不足
⚫ 露地野菜では労働力不足により、1

戸あたりの経営面積が限定

地域の取組の姿
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●畜産クラスター事業等の活用による収益性向上
畜産クラスター計画に基づき、規模拡大、省力化、生産性向上を図り、畜産農家の収益性向上を図ります。

【目指す取組】
①肉用牛繁殖：省力化牛舎整備、後継者不在農家の円滑な経営継承による増頭推進、キャトルセンター、肉用牛
ヘルパー組織などサポート支援体制の確立、省力化機械の導入及びコントラクター組織の育成による自給飼料の
増産支援。
②養豚：衛生管理・飼養管理の徹底、多産系母豚の導入による生産性の向上支援。また、環境対策についても継
続的な支援を実施。

（肉用牛）
⚫ 高齢化、後継者不足による飼養

者の減少
⚫ 飼養頭数は徐々に増加している

が飼料作付け面積が増えたこと
により労力不足が発生

⚫ 繁殖成績の改善

（養 豚）
⚫ 高齢化等により飼養農家戸数が

6戸まで減少

取組後 五島地域畜産クラスター協議会
（生産者、市町、農業団体、県）

策定

担い手の経営拡大による五島畜産産地の維持・拡大

計画達成に向けた支援

五島地域畜産クラスター計画

（肉用牛）
１．飼養規模の拡大

・事業等を活用した施設整備
・優良雌牛の導入

２．自給飼料利用の拡大
・省力化機械の導入
・コントラクター組織育成

３．ゆとりある経営の実現
・省力化機械の導入
・キャトルセンター等の利用促進
・肉用牛ヘルパー組織の充実

（養豚）
１．飼養規模の拡大

・事業等を活用した施設整備
２．飼養管理の改善

・省力機械の導入
・多産系母豚の導入

取組前

地域の取組の姿



地域別振興方策（壱岐地域）

壱岐地域の農林業・農山村の将来像

壱岐地域の農業発展のためには、平坦地が多いという地域条件を踏まえ、島の豊かな自然、
貴重な歴史・文化などの資源、さらには大消費地である福岡市に近いという地理的優位性を最
大限に活用し、高収益作物の作付拡大や加工品開発、そして都市圏向けの販路開拓・流通拡大
が必要です。さらに島での観光・体験などと農林業の連携による関係人口の増加も必要です。

そのためにも農業者が効率的かつ安定的な農業経営を確立することが重要であり、農業所得
向上に向けた環境整備をはじめ、組織づくり、仕組みづくりを図りながら、若者の島外流出防
止、Ｕ・Ｉターンの島への誘致、集落への定住促進による農山村集落の活性化を目指しま
す。

第１に、次代を支える担い手づくりに向け、認定農業者や雇用型経営体の育成を図りながら、

生産部会等を中心とした受入団体等登録制度の活用並びに農林業への就業に向けた研修制度の
運用、充実を図ります。また、島内の学校等と連携した人材の掘り起こしなどを図るとともに、
集落営農組織や法人経営を受け皿とした継続的な雇用の拡大を進めます。

第２に、産地づくりに向け、生産部会と人・農地プランの連携（人・農地・産地プラン）、
農地中間管理事業を活用した担い手への農地の集積・集約化、ほ場整備などの生産基盤整備の
推進や地下水位制御システム（FOEAS）の導入、おいしい米づくりをはじめとする土地利用
型作物と組み合わせたアスパラガス、ブロッコリー、ニンニクなど高収益作物の作付拡大を進
め、収益性向上を図ります。また、労力面では機械銀行や（株）エヌ、マルチワーカー制度な
どの活用を図ります。

第３に、農山村集落など中山間地域の維持・活性化対策として、集落営農組織の育成・広域
連携推進、若者等の定住を目的とした特定地域づくり事業協同組合によるマルチワーカー制度
等の活用を進め、さらにスマート農業の導入による中山間地域で定住できるアスパラガス、い
ちご、肉用牛などの経営モデルを確立し、移住・定住の促進につなげます。
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地域の取組の姿

●集落営農法人等担い手育成及びそれらの連携による産地の担い手確保・育成

〇集落営農組織や法人、認定農業者・新規就農者などの地域農業の担い手をマルチワーカー制度等を活用しな

がら、確保・育成します。

〇集落営農法人には広域連携や高収益作物導入による所得向上を図り、雇用型農業等の担い手の受け皿として

発展を促します。

〇生産部会と人・農地プランとの連携（人・農地・産地プラン）により、担い手への農地集積・集約化を図り

ます。

【目指す取組】

・地域での集落単位の営農組織育成及び法人化推進、マルチワーカー制度活用

・集落営農等における経営安定支援及び雇用型経営の推進（FOEAS、高収益作物導入）

・農地中間管理事業活用及び生産部会と人・農地プラン連携（人・農地・産地プラン）による担い手への農地

集積・集約化

取組前
●地域の担い手が不足している
●担い手への農地の集約、集積が
進まない

取組後

人・農地
プラン

生産部会

農地

FOEAS活用

マッチング

集落営農
法人

産地・担い手

雇用型
法人経営

広域連携

新規就農者
認定農業者

高収益作物導入

経営

雇用型
法人経営

(所得600万)

雇用型
法人経営

(所得1000万)

労力支援
（マルチワーカー）
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壱岐地域の地域別・産地別の戦略の展開

【壱岐地域全域】

●高収益型園芸作物栽培並びにスマート農業の導入
〇農業所得向上並びに担い手確保に向け、高収益園芸作物栽培拡大とスマート農業技術の推進や地下水位制

御システム（FOEAS）などの新たな技術導入を図ります。

【目指す取組】

・施設園芸、ブロッコリー等の高収益作物導入と地域特産物（ニンニク）の作付拡大

・アスパラガス、いちご等品目ごとの環境制御要因整理とスマート農業への応用推進

・地域と企業が連携したスマート農業推進母体（プラットフォーム）による持続可能な壱岐地域モデルの確立

・FOEAS導入等による基盤整備済み水田での土地利用型作物と園芸作物をセットにした営農体系の構築

取組前
●環境制御機器の整備、保守点検を島外業
者に依存

●基盤整備済み水田の暗渠排水の機能低下、
かんがい施設が未整備

取組後

施設園芸の収益性向上 露地園芸産地の育成

壱岐地域モデルの構築
（スマート農業）

FOEAS導入による
排水・かんがい対策

地域の取組の姿
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●地域性を活かした島内外との連携強化

〇直売所の機能拡充（集配サービス）など、農畜林産物の島内流通促進及び島外出荷の拡大により、壱岐ブラ

ンドの浸透を図ります。

○有人国境離島法などを活用しながら、商品開発や流通リスク分散を目的とした施設共同利用等、離島間連携

の可能性を検討します。

〇地域内の人材育成、農林業生産基盤の地域内整備に向けた産業間の連携を図ります。

併せて地域内の若者や移住希望者をマルチワーカーとして雇用、派遣する組織（特定地域づくり事業協同組

合）を立ち上げ、定住者の確保を目指します。

【目指す取組】

・新商品や既存商品の売込みによる壱岐ブランドの浸透

・離島間連携による流通リスクの分散と制度を活用した新たな人材の確保

・他産業と連携したスマート農業における壱岐地域モデルの確立

地域の取組の姿

取組前
●条件不利地（離島）
●地元企業が少ない
●収入源が少ない

●流通リスク大
●生産基盤整備、保守
コスト増加

●若年層の島外流出

離島間連携

・地域特産物同士の連携、
コラボ

・保管施設の共同利用等に
よる欠品リスク低減

・林業での高性能機械リース

産業間連携

・壱岐ブランドの認知度向上
・若年層の就業先確保と移住促進
・各種産業の担い手不足解消
（マルチワーカー）
・スマート農業導入及び保守の
島内アウトソーシング

取組後

流通リスク・生産コスト軽減
雇用創出
定住促進

●肉用牛の増頭推進と長崎和牛「壱岐牛」のブランド力向上

〇増頭と規模拡大の推進、ＥＴ技術並びヘルパーやキャトルステーション等作業の外部委託活用など、繁殖

・肥育が連携した地域内一貫生産の推進を図ります。

〇飼料成分分析による自給飼料品質向上や代謝プロファイルテストを用いた栄養管理、ＩＣＴ機器を活用し

た分娩間隔短縮や事故率低減を図ります。

〇前期粗飼料多給による長崎型新肥育技術定着とこれに対応した子牛育成技術の普及により、長崎和牛「壱

岐牛」のブランドの強化を図ります。

【目指す取組】

・新規就農者及び規模拡大候補者の掘り起こしと就農後の重点的な技術・経営指導

・代謝プロファイルテストやスマート農業等技術を活用した肉用牛生産性向上

・前期粗飼料多給技術を活用した肥育技術向上とそれに対応した子牛育成技術の普及による長崎和牛「壱岐

牛」のブランド強化

取組前
・小規模経営が多い、担い手減少
⇒肉用牛生産基盤の脆弱性

・増頭後の労力確保
⇒外部委託組織や施設の活用

・繁殖減少⇒肥育減少⇒壱岐牛ブランド力低下

地域内一貫生産体系による
長崎和牛（壱岐牛）ブランド力向上

ＥＴ技術
代謝ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙﾃｽﾄ
前期粗飼料多給
（子牛育成）
ｽﾏｰﾄ農業

繁殖

増頭

肥育

技術

向上

作業

委託

取組後

地域の取組の姿



対馬地域では、豊かな森林資源を活かした木材・原木しいたけ生産、冷涼な気候にあった
農業生産など、地域固有の動・植物資源等を活かし、所得が確保できる特色ある農林業並び
に、快適・安全で、人を呼び込み、にぎわっている農山村を目指します。
農業においては、農業で生活可能な農業者の育成や、農業者・農業組織の法人化を進め、

後継者が残る農業を推進するとともに、地域で営農を行う法人や集落営農担い手の確保や農
地の集積等の支援を積極的に行い、農地の有効活用を図ります。
また、集落対策として、集落に住み、漁業や林業を含む他産業や農泊等を行いながら対馬

の魅力を発信し、雇用の場の創出による兼業農家等集落を支える農業者の確保・育成するこ
とで対馬農業の維持・発展を目指します。

具体的には、対馬の強みや所得向上に繋がる「水稲」「肉用牛」「対馬地どり」「アスパ
ラガス」「対州そば」「果樹」等の生産性の向上を図ります。
また、農地中間管理機構を通じて、認定農業者や集落営農組織等への農地集積やドローン

等の先端技術の導入を推進し、効率的で収益性が高い農業を目指すとともに、対馬に人を呼
び込むために、農地・家・施設・機械等を一元的に供給する「就農パッケージ」や移住コー
ディネーター等を中心に、新規就農者の確保を行います。
更には、農産物を安心して生産するためにシカやイノシシ被害低減に向け、島内の様々な

業種が連携した鳥獣被害防止対策を進めるとともに島内の方々に安心で安全な農産物の供給、
多様な所得を確保するため、直売所の活性化や農業の6次産業化を推進します。

林業においては、森林資源の活用による県民所得の向上や地域における雇用の拡大を図る

ため、森林経営計画及び産地計画の策定、路網整備及び林業事業体の育成による計画的な木

材生産を図り、併せて、原木供給窓口の一元化による協定販売、労働生産性向上、中間土場

の整備、木質バイオマス等の活用を推進します。

成熟した人工林の主伐・再造林、保育施業の低コスト化、広葉樹伐採後の天然更新や植栽

により、循環型の森林管理を図るとともに、「シカ」被害軽減対策について取り組みます。

しいたけについては、核となる生産者を中心に、生産量の維持、原木確保の体制整備、

品質向上、販路の確保を推進し、持続可能なしいたけ生産体制の構築を目指します。

対馬地域の農林業・農山村の将来像
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地域別振興方策（対馬地域）



対馬地域の地域別・産地別の戦略の展開

【対馬地域全域】

●繁殖牛の振興
○地域の担い手（新規就農者、増頭志向農家）を中心に、対馬あか牛等繁殖経営の規模拡大を進め、ＪＡ対
馬和牛繁殖センターの初妊牛を活用した増頭と繁殖成績向上により、経営の安定を図ります。

○水田等における飼料作物の栽培体系を確立し、自給飼料の向上を図ります。
【目指す取組】
○核となる担い手の確保及び規模拡大
○自給飼料の向上

地域の取組の姿

●地域を支える担い手の育成と水田農業の推進
○地域の中核となる認定農業者、集落営農組織等の担い手に対し、農地中間管理機構を活用した農地集積支援、
資金や事業を活用した基盤整備や大型機械の導入支援を行い、10ha以上の大規模な水田経営を行う農業者を
育成します。

○耕作放棄地や水田裏作を活用した飼料作物、対州そばや園芸品目の生産を推進し、水田の高度利用と農業所得
の向上を図ります。

【目指す取組】
○集落営農の推進と大規模水田農家の育成
○対州そばの生産拡大

地域の取組の姿
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中
・
大
規
模
農
家
の
育
成

初任牛の供給
による増頭

コスト低減に
よる経営改善

・島内に小規模農家が多い
・繁殖成績が悪く経営が不安定
・飼料作物の栽培体系が未確立

取組前 取組後

担い手への農地集積、
経営拡大

労力の円滑な
確保

・高齢化が進み担い手が不足
・耕作放棄地が増加
・圃場が狭く作業効率が
悪い

対州そば等の
生産性の向上

地
域
営
農
組
織
等
の
育
成

農
業
法
人
集
落
営
農
組
織
等

（

（

取組前 取組後

JA繁殖センター
の活用

農地集積による
自給飼料や放牧
地の確保

新規参入者や
退職者等の研
修受入れ

農地中間管理
機構の活用

基盤整備や大型
機械の導入

対馬地域畜産クラスター協議会



●林業の振興
○搬出間伐及び主伐・再造林を推進し、木材の増産に対応した供給体制を構築します。
○高性能林業機械の活用や路網整備により作業の効率化を推進し、林業経営の改善を図ります。
○核となるしいたけ生産者の生産量の維持、原木確保の体制整備、品質向上、販路の確保を推進し、持続可能なしい
たけ生産体制の構築を目指します。

【目指す取組】
○木材の増産に対応した供給体制の構築
○高性能林業機械の活用及び路網整備の推進による林業経営の改善
○核となるしいたけ生産者を中心に持続可能な生産体制を構築

●農山村集落の維持・活性化
○漁業や林業を含む他産業との兼業農家等、集落を支える農業者を確保します。
○対馬の魅力を発信し、島外からの移住促進を図り、農泊や移住相談役を活用するとともに、農地と空き家と農業機械
等を一体的にあっせんする「就農パッケージ」方式を進め、新規就農者の確保を図ります。

【目指す取組】
・水産業、林業や他産業に従事する兼業農家が支える集落づくり

地域の取組の姿

地域の取組の姿
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・集落内の農業者の
高齢化

・空き家の増加
・集落機能の低下

取組前 取組後

賑
わ
い
の
あ
る
集
落

就農パッケージ
（農地、家、機械等）
や集落農地の情報提供

グリーンブルーツーリズム協議会等
による農泊体験、
地域移住コーディネーターなどによ
る集落の魅力の情報発信等

木
材
の
増
産
に
対
応
し
た
供
給
体
制
の
構
築

核となる法人経営体（1者）
核となる個人生産者（約20戸）
中規模個人生産者（約60戸）

森林所有者
森林組合（１組合）
民間の認定林業事業体
（15事業体程度）

取組前
取組後

持
続
可
能
な
し
い
た
け
生
産
体
制
を
構
築

・人工林の高齢林率の増加
・しいたけ生産者の高齢化
・しいたけの価格低迷

農
業
者
や
半
農
半
X
等
の

移
住
者
等
に
よ
る

移住希望者・就農希望者

高性能機械の活用
主伐、再造林の推進

原木しいたけの安定
生産、流通確保


